
107

第
１
編

第
４
章
　
日
々
の
暮
ら
し
の
基
盤
づ
く
り

●図表1-40 『ISO／IECガイド71』に示された７つの分野の考慮事項（マトリックス）

アレルギー認知能力身体能力感覚能力
見る、聞く、触る、嗅ぐ

など

老眼・難聴、痺れなど

色、文字の大きさ、
コントラスト、形状
など

色、文字の大きさ、
コントラスト、形状
など

色、コントラスト、
形状、表面材質、音
響など

照明、扱いやすさ、
道理に合った手順な
ど

色、文字の大きさ、
レイアウト、扱いや
すさ

扱いやすさ、道理に
合った手順など

照明、アクセスルー
ト、音量など

移動、握力、話すなど

歩行困難、言語障害など

判断、記憶など

知的障害、自閉症など

接触、食べ物など

機能・能力区分

配慮領域

情　報

包　装

素　材（材質）

取付け

ユーザー
インタフェース

保守・保管・廃棄

構築環境（建物等）

資料：経済産業省

位置、レイアウト

扱いやすさ、表面材
質など

扱いやすさ、表面材
質など

扱いやすさ、表面材
質など

位置、レイアウト、
扱いやすさなど

扱いやすさ

位置、レイアウト、
表面材質など

絵記号など

図記号、絵記号

色、コントラスト、
形状など

色、形状、道理に合
った手順

図記号、絵記号、わ
かりやすさ

図記号、絵記号、道
理に合った手順

図記号、絵記号、わ
かりやすい言葉

成分表示、表面材質、
素材など

成分表示、表面材質、
素材など

成分表示、表面材質、
素材など

アレルギー性や毒性
のない材質など

アレルギー性や毒性
のない材質など

アレルギー性や毒性
のない材質など

福祉サービス共通の第三者評価基準ガイド

ライン、第三者評価事業推進体制等につい

て示した指針を各都道府県に通知したとこ

ろであり、これに伴い、平成 17年３月に、

障害者・児施設に関する各項目の判断基準

等を各都道府県に通知した。

（１）福祉専門職

福祉専門職の養成確保については、平成

４年に策定された、いわゆる「福祉人材確

保法」に基づき、社会福祉事業従事者等に

対する研修や無料職業紹介事業等を実施す

る都道府県福祉人材センター及び社会福祉

8. 専門職種の養成・確保

関係職員の福利厚生の充実を図る福利厚生

センターが設置されるなど、総合的な社会

福祉従事者確保の対策が進められている。

ア　社会福祉士、介護福祉士

国民の社会福祉に対する需要が多様化・

高度化してきたことから、昭和62年５月、

我が国で初めての福祉関係専門職の国家資

格制度である「社会福祉士及び介護福祉士

法」が制定され、社会福祉の現場において

着実に定着してきた。

具体的には、身体上、精神上の障害等に

より日常生活を営むのに支障がある人に対

して、

・専門的知識及び技術を持って福祉に関す

る相談援助を行う社会福祉士について
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精神保健福祉士

25,950 人

●図表1-41 福祉専門職の資格取得者 （平成18年3月末）

203,668 人

介護福祉士

国家試験 養成施設卒業者

282,629 人486,297 人

社会福祉士

71,326 人

資料：厚生労働省

は、資格登録者数約71,326人（平成18年

３月末）

・専門的知識及び技術を持って入浴等の介

護や介護指導を行う介護福祉士について

は、資格登録者数約486,297人（平成18年

３月末）

を数えることとなった。

今後とも、福祉サービスの提供に必要な

福祉人材について、更なる量的拡充を図る

とともに、福祉専門職の中核的役割を担う

高い資質を持った社会福祉士及び介護福祉

士の養成・確保に努めることとしている。

イ　精神保健福祉士

精神障害のある人の社会復帰を促進する

上では精神障害のある人の保健・福祉に関

する専門的知識・技術を有する者による相

談・援助が重要である。このため、精神障

害のある人の社会復帰に関する相談・援助

を行う精神保健福祉士を国家資格化する

「精神保健福祉士法」が平成９年12月に成

立し、平成10年４月から施行された。本資

格の国家資格化については、昭和62年の

「精神衛生法」の改正時以来、衆参両院か

ら７回にわたり附帯決議がなされるなど、

その必要性は従来から指摘されていたとこ

ろである。平成10年以降、精神保健福祉士

は着実に養成されており、有資格者数は

25,950人（平成18年３月末）を数えること

となった。

（２）リハビリテーション従事者

高齢化の進展、疾病構造の変化等に伴い、

リハビリテーションの必要性、重要性が一

層増してきている。そのため、専門的な技

術及び知識を有する人材の確保と資質の向

上を図っていくことが重要である。

ア　理学療法士、作業療法士

理学療法士及び作業療法士は、身体や精

神障害のある人々に対し、基本的動作能

力・応用的動作能力又は社会的適応能力の

回復を図るための理学療法、作業療法を行

う専門職である。平成18年４月現在で理学

療法士の養成施設は10,373名、作業療法士

の養成施設は6,978名の定員が確保されてい

る。

イ　視能訓練士、義肢装具士

両眼視機能の回復のための矯正訓練及び

これに必要な検査を行う視能訓練士、義

肢・装具の装着部位の採型並びに製作及び

身体への適合を行う義肢装具士の養成施設

についても、平成18年４月現在それぞれ

952名、213名の定員が確保されている。

ウ　言語聴覚士

音声機能、言語機能及び聴覚に関するリ

ハビリテーション等を行う言語聴覚士が平

成10年に国家資格化され、その養成施設は

平成18年４月現在、定員2,245名が確保され

ている。
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言語療法士

9,892 人

●図表1-42 リハビリテーション従事者の資格取得者 （平成17年末）

義肢装具士

3,062 人

視能訓練士

6,331 人

作業療法士

29,516 人

理学療法士

46,115 人

資料：厚生労働省

（３）国立専門機関等の活用

国立身体障害者リハビリテーションセン

ター学院において、身体に障害のある人の

リハビリテーション・福祉に従事する専門

職員の養成及び現に従事している各種専門

職の技術の向上を目的とした研修として、

５課程の専門職員養成、20コースの知識・

技術向上のための研修を実施している。

情報の保障やコミュニケーションの支援

を必要とする視覚障害のある人、聴覚障害

のある人の社会参加を進める上で専門職の

養成・確保が重要な課題であることから、

視覚障害のある人の生活訓練を専門とする

技術者を養成する視覚障害学科、聴覚障害

のある人の手話通訳を専門とする手話通訳

士を養成する手話通訳学科を設けているほ

か、現任者の技術等の向上のための、視覚

障害生活支援研修会、手話通訳士専門研修

会も実施している。

また、保健・医療に携わる専門職につい

ては、言語聴覚学科、義肢装具学科により

養成を行っているほか、音声言語機能等判

定医師研修会、身体障害者福祉法第15条指

定医師研修会、義肢装具士研修会、作業療

法士研修会、リハビリテーション心理職研

修会、言語聴覚士研修会、視覚障害生活支

援研修会、リハビリテーション看護研修会

を実施している。

さらに、身体障害者の総合的なリハビリ

テーションのための体育・スポーツの指導

を専門とする技術者を養成するリハビリテ

ーション体育学科を設けているほか、全国

の国立更生援護施設で培った技術の情報提

供や研修を行うための場として、国立光明

寮に地域交流棟等の整備を行うとともに、

当該光明寮において、地域ボランティアや

住民を対象として、また、福祉教育の一環

として教員や小中学生を対象に、視覚障害

のある人に対する正しい理解と知識や援助

方法の習得を目的とした研修会等を実施し

ている。

また、知的障害児（者）の高齢化や障害

の重複化、さらには自閉症等の特有の発達

障害を有する障害児（者）に対する取組の

強化等に伴い、これらに関連する業務に従

事する専門職員の資質向上を図ることは重

要な課題であることから、国立秩父学園附

属保護指導職員養成所において、知的障害

関係福祉施設等で保護指導の業務に従事す

る職員の資質向上を図るための研修を実施

している。特に自閉症等への取組として、

全国の知的障害児施設等に附置される「発

達障害者支援センター」の職員に対する療

育技術に関する研修を実施している。


